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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                      委   員  田 村 兼 吉      

                         委   員  岡 本 満喜子      

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 平成２９年５月２７日 ０６時００分ごろ 

発生場所 京都府伊根町本庄
ほんじょう

港東方沖 

 本庄港北防波堤灯台から真方位０８９°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°４５.３′ 東経１３５°１７.５′） 

事故の概要  遊漁船安全
あんぜん

丸は、北北西進中、釣り客１人が負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年７月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 安全丸、７.９トン 

 ＫＴ２－１０２０（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.２５ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２３.００kＷ、昭和６２年７月１８日 

 第２５１－１２７５８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１０年４月７日 

  免許証交付日 平成２５年３月７日 

         （平成３０年４月２９日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ５２歳 

 死傷者等 重傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 本事故発生場所の南方約１２.６Ｍに位置する宮津地域気象観測所

及び西方約１０.１Ｍに位置する間人
た い ざ

地域気象観測所の各観測値は、

次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 

宮津 間人 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

05:00 西 1.6 南東 1.1 

05:20 西北西 2.1 南東 0.6 
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05:40 西北西 1.3 東南東 0.8 

06:00 西北西 0.7 南東 0.6 

 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による福井県敦賀
つ る が

市敦賀港

（本事故発生場所の東方約３６.５Ｍ）及び兵庫県香美
か み

町柴山港（本

事故発生場所の西方約３０.５Ｍ）の波浪観測値は、次のとおりであ

った。 

時刻 

(時：分) 

敦賀港 柴山港 

有義波*1 

波向 

有義波 

波向 波高 

(ｍ) 

周期 

(ｓ) 

波高 

(ｍ) 

周期 

(ｓ) 

05:00 1.99 7.8 西北西 1.50 7.2 北西 

05:20 2.03 7.8 西北西 1.51 7.0 北西 

05:40 1.86 7.7 北西 1.46 7.7 北北西 

06:00 1.94 8.0 西北西 1.61 7.3 北北西 

 京都府宮津市及び伊根町には、平成２９年５月２６日１６時２５分

に強風及び波浪注意報が、山陰沖東部及び若狭湾付近には、２６日１

７時３５分に海上風警報が発表され、本事故当時いずれも継続中であ

った。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａほか釣り客３人を乗せ、

釣りの目的で、平成２９年５月２７日０５時１０分ごろ京都府 京
きょう

丹後
た ん ご

市経
きょう

ケ
が

岬沖の釣り場に向けて宮津市養老
ようろう

漁港里波
さ と は

見
み

泊地を出航

した。 

 本船は、うねりを伴う波高約１.０～１.５ｍの波浪がある状況下、

約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、丹後半島東

岸沖を手動操舵により北進した。 

 釣り客４人は、釣り客Ａが前部甲板中央部の床に船尾方を向いて船

体をつかんで座り、２人が操舵室後部の客室で仮眠をとっており、１

人が前部甲板に設置した右舷側の長椅子の最後部にまたがって腰を掛

け、操舵室前壁に背をもたれていた。 

 船長は、本船が波浪を左舷前方から受け、横揺れはほとんど感じな

いものの、縦揺れを繰り返し、時々波高約２ｍの波浪に出会う状況で

航行を続けた。 

 本船は、波浪を左舷前方から受けながら本庄港東方沖を北北西進

中、０６時００分ごろ、波高約２ｍの波浪を乗り越えたところ、船体

が大きく縦揺れし、船首部船底を波間に打ち付けて衝撃を受けた。 

 釣り客Ａは、衝撃を臀
でん

部から腰部に受けて負傷した。 

 船長は、前部甲板にいたもう１人の釣り客から釣り客Ａが痛みを訴

                             
*1
 「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３の個数の波を選

び、これらの波高及び周期を平均したものをいう。１／３最大波ともいう。 
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えている旨を聞き、直ちに引き返して発航地に戻り、救急車を要請し

た。 

 釣り客Ａは、救急車で医療センターに搬送され、腰椎圧迫骨折及び

腰椎破裂骨折と診断されて約１か月の入院加療に引き続き、約１か月

の自宅静養を要した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 前部甲板 参照） 

 その他の事項  船長は、５月２６日１８時５０分ごろ、テレビ放送により本事故当

日の気象及び海象情報を確認し、沖合で波高３ｍ、若狭湾内で波高

１.５～２ｍの波浪が予想され、付近に海上風警報、波浪注意報等が

発表されている旨、また、出航前に、先に出航していた僚船から海象

状況を聞き、うねりがある旨の情報を得ていた。 

 船長は、出航前に見た養老漁港沖の海面の状況及び入手していた気

象情報を総合し、西寄りの波浪なので、丹後半島の陸岸に近い漁場な

らばなんとか釣りを行えるものと思い、出航した。 

 本船の業務規程には、出航中止基準として、出航地や案内する漁

場、出航地から案内する漁場までの間において、海上警報（波浪、

風、霧等）の発令中、出航地の波高が１.５ｍなどの状況となってい

る場合、出航を中止する旨、また、帰港基準として、出航中止基準と

同じ状況に至った場合、帰航する旨記載されていた。 

 また、本船の業務規程には、安全の確保のため船長が遵守すべき事

項として、波の影響等に関する次のことが記載されていた。 

 ・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況につい

て適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、

かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の

軽減に努めます。 

 ・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるとき

は、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分

に乗船するよう指導します。 

 船長は、ふだんは約１７kn の速力で航行するところを約１５kn に

減速していたので、これまでの経験から、本事故時の波浪の状況で

は、船体動揺があっても釣り客が負傷するまでのことはないものと思

い、前部甲板にいる釣り客に対して後方への誘導を行っていなかっ

た。 

 船長は、釣り客を後方へ移動させるなり、大幅に速力を減じるな

り、出航を取りやめるなりしておくことで、本事故の発生を防げたも

のと本事故後に思った。 

 釣り客Ａは、本船や他の遊漁船の乗船経験が豊富であったが、本事

故時のような波浪による船体の縦揺れを経験したことは初めてであっ

た。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、本庄港東方沖において、波浪を左舷前方から受けて縦揺れ

を繰り返しながら北北西進中、波高約２ｍの波浪を乗り越えた際、船

体が縦揺れして船首部船底を波間に打ち付けたことから、前部甲板中

央部にいた釣り客Ａが、衝撃を臀部から腰部に受けて負傷したものと

考えられる。 

 船長は、気象及び海象情報を入手していたものの、丹後半島の陸岸

に近い漁場ならば釣りを行えるものと思い、出航したものと考えられ

る。 

 船長は、本船が縦揺れを繰り返しながら航行中、船体動揺があって

も釣り客が負傷するまでのことはないものと思い、前部甲板にいる釣

り客に対して後方への誘導を行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本庄港東方沖において、波浪を左舷前方から受けて縦揺

れを繰り返しながら北北西進中、波高約２ｍの波浪を乗り越えた際、

船体が縦揺れして船首部船底を波間に打ち付けたため、前部甲板中央

部にいた釣り客Ａが、衝撃を臀部から腰部に受けたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・業務規程中の出航中止基準及び帰港基準を遵守すること。 

 ・縦揺れを繰り返しながら航行する際は、釣り客を動揺が比較的小

さい船体中央より後方へ乗せ、速力を大幅に減じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 前部甲板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


